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（令和３年１月現在） 

サンプラザホールの使用について 
 

１．広島サンプラザホール及びサブホール（以下「ホール」という）申込手続 
（１） 使用の申込 

ホール使用を希望される方は、空き状況等を電話等で確認のうえ、「使用申込書」をホー 

ル事務室へ提出し、使用承認を受けてください。 

① ホール使用の申込は、使用期日の１０か月前から３か月前までに行ってください。 

② ホール使用期日の３か月前までに使用申込及び使用承認が行われていない場合、使用期日ま

で先着順にて使用申込を受け付けます。 

③ 催事の広告・宣伝・入場券等の販売等に於いて、広島サンプラザの名称を使用する場合は、

必ず使用承認を得てからにしてください。使用承認前に使用が必要な場合は、別途協議してく

ださい。 

④ サブホールの単体利用については、原則として３か月前から使用申込を受け付けます。 

⑤ ホール使用の申込は、休館日を除く９時から１９時（日曜・休日は９時から１７時）までに

ホール事務室にて行ってください。 

 

（２） 予約金 

① 使用の申込にあたっては、ホール使用料金（税抜）の２分の１の金額を予約金として納入し

てください。 

② 予約金については、使用料に充当し、原則として返還しません。 

 

（３） 仮予約受付 

     大規模な催物で早期の日程調整が必要な場合等については、仮予約を行うことが可能です。詳

細は、ホール事務室へお問い合わせください。 

① 仮予約は、基本的に１年前から受け付けます。ホール事務室へ「仮予約申込書」を提出し、

仮承認を受けてください。 

② 「仮予約申込書」には正式申込予定日の記入が必要です。 

③ 使用が可能な場合は、仮承認しますので、正式申込できる期間内（使用日の１０か月前から

３か月前まで）に、日程等が確定次第、速やかに使用申込の手続きを行ってください。 

④ 正式申込予定日を過ぎても日程等が確定しない場合は、状況をホール事務室へ連絡してく

ださい。この連絡がない場合又は使用期日の３か月前までに使用申込が行われない場合は、

仮承認は無効となります。 

⑤ 国際大会等で１年以上前に使用確定の必要がある場合は、別途ご相談ください。 

 

（４） ホール使用の取消 

① ホールの使用を取消される方は、「使用取消申立書」を提出してください。 

② ホール使用日の前日までに「使用取消申立書」の提出がない場合は、使用料等を全額お支払

いいただきます。 

 

２．ホールの使用時間及び使用料金 

（１） 使用時間 

① 原則として９時から２１時です。 

②  準備・撤去及び点検等の時間も含まれます。 
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（２） 使用時間の区分及び使用料金 

① 「ホール使用料金」（別表１）をご覧ください。 

② 「附属設備使用料金」（別表２）・電気料及び冷暖房費（実費）は、ホール使用料金に含ま

れていません。 

 

（３） ホール使用料金等の支払い 

当日現金にて精算してください。やむを得ない事由で、当日精算できない場合は事前に 

「ホール使用料金等延納承認申請書」を提出し、承認を受けてください。 

 

３．ホール使用の事前打ち合わせ 

大会や各種催物等を安全かつ円滑に進行させるため、ホール使用日の２週間前までに必ずホール職 

員と打ち合わせを行ってください。必要に応じて、「内部設備変更願」及び舞台仕込図等の提出が必

要です。 

なお、打ち合わせがない場合やホールが請求したにもかかわらず「内部設備変更願」及び舞台仕込

図等が提出されない場合は、使用承認の取消しや使用を制限することがありますので、十分注意して

ください。 

 

４．ホール使用の制限 

（１） 次の場合は、使用を認めません。 

① 秩序又は風俗を害するおそれがあるとき 

②  施設又は設備をき損するおそれがあるとき 

③  会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき 

④  その他、管理運営上支障があるとき 

 

（２） 次の場合は、使用承認を取消します。 

① 所定の手続によらないで、使用の目的や許可内容を変更したとき 

② 使用の権利を譲渡し、他人にホールを使用させたとき 

③ 収容人数をこえて入場させたとき 

④ 規程に違反又は規程に基づく指示に従わなかったとき 

⑤ その他、管理運営上支障があるとき 

               

（３） 次の者に対しては、入場を拒み又は退場を命ずることがあります。 

① 伝染性の病気にかかっていると認められる者 

② 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者 

③ 他人に危害を及ぼし又は他人の迷惑となるおそれのある物品又は、動物の類（補助犬は除く） 

を携帯する者 

④ その他、管理運営上支障があると認められるもの 

 

なお、使用承認の取消しや使用方法の制限により、使用者が受けた損害については、 

当ホールは、その賠償の責任を負いません。 
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５．ホール及びホール敷地内での禁止事項 

（１） 次の事項は、原則として禁止しています。必要がある場合には事前に申請書等を提出し、許可 

を得てください。 

① 物品販売その他これに類する商行為 

② 広告物等の掲示若しくは配布、又は看板、立札類の設置 

③ 寄付の募集・宣伝・その他これに類する行為 

④ 火気・水・ガス・油類及び、その他危険物の持込 

⑤ ３００㎏／㎡以上の物品の搬入 

⑥ フォークリフト等のホール内への乗り入れ 

⑦ その他ホール管理上必要とする事項 

     

（２） 使用者は入場者に対し、次の禁止事項を遵守させてください。 

① 喫煙場所以外での喫煙 

② ホール内へのチューイングガム・飲食物・ビン・缶類・テープ類・火薬類及びその他危険物

の持込 

③ 観客席の上に立つ等危険な行為 

④ 下駄・木製サンダルでの入場 

 

６．物 品 販 売 ま た は 広 告 宣 伝  

（１） 物品販売又は広告宣伝等については、事前に「物品販売等許可申請書」を提出し、許可を得て

ください。 

 

（２） 物品販売等を行った場合、使用面積及び売上げに応じて次の使用料を納入してください。 

① 販売等及び広告物については、使用面積 1㎡につき１００円（税込） 

② 販売については、売上額（税込）の１０％ 

 

７．管理責任の範囲 

火災・盗難・停電その他の事故により、使用者・出演者・参加者及び観客等に事故（損害）が生 

じた場合、当ホール管理に重大な過失がない限り、その責任は負いかねますので、ご了承ください。 

また、非常事態の発生又は発生の恐れがあり警察署・消防署・保健所等から催物の中止等の命令又

は勧告がなされた場合、当ホールとしては、使用者・入場者への責任は負いかねますので、ご了承く

ださい。 

 

８．関係官公庁等への届出 

催物の内容によっては、関係官公庁に対し届出や許可が必要となります。 

詳しくは、職員にお問い合わせください。 

 

９．準備・撤去及び清掃 

準備・撤去及び清掃については、必ず職員の指示のもとに行ってください。 

（１） 準備について 

① ホールの床面は、フローリング仕上げです。このため、使用形態により床面の養生が必要で

す。養生方法は、催物によって異なりますので、詳しくは職員にお問い合わせください。 

なお、フロアシートはホールで用意してあります（無料）。 

② ホールのシート敷き及び椅子並べ等は、使用者で行ってください。 
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（２） 撤去及び清掃について 

① ホール及び附属設備の使用を終了したときは、速やかにこれを原状に復し、会場内外の清掃

を行い、職員の検査を受けてください。 

② ゴミ及び忘れ物は、すべて使用者がお持ち帰りください。 

       

 

 

 

 

 

その他、疑問な点についてはホール職員にご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人広島市文化財団 

広島サンプラザ 

 

〒733－0833  広島市西区商工センター三丁目一番一号 

ＴＥＬ （０８２）２７８－５０３１ 

ＦＡＸ （０８２）２７８－１７０４ 
Ｅ-mail:sp-hall@hiroshima-sunplaza.or.jp 
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別表１ ホール使用料金（広島サンプラザホール） 

（単位：円） 

 アマチュアスポーツに使用 アマチュアスポーツ以外に使用 

区 分 
入場料無料 入場料有料 

入場料無料 
入場料有料 

 商品宣伝以外 商品宣伝 

9 時～12 時 
13,200 66,000 66,000 99,000 132,000 

15,840 79,200 79,200 118,800 158,400 

12 時～13 時 
4,950 24,750 24,750 37,400 49,500 

5,940 29,700 29,700 44,880 59,400 

13 時～17 時 
19,800 99,000 99,000 148,500 198,000 

23,760 118,800 118,800 178,200 237,600 

17 時～18 時 
8,800 44,000 44,000 66,000 88,000 

10,560 52,800 52,800 79,200 105,600 

18 時～21 時 
26,400 132,000 132,000 198,000 264,000 

31,680 158,400 158,400 237,600 316,800 

9 時～17 時 
33,000 165,000 165,000 247,500 330,000 

39,600 198,000 198,000 297,000 396,000 

13 時～21 時 
55,000 275,000 275,000 412,500 550,000 

66,000 330,000 330,000 495,000 660,000 

9 時～21 時 
66,000 330,000 330,000 495,000 660,000 

79,200 396,000 396,000 594,000 792,000 

（税込） 

１ 9 時まで及び 21 時以降の１時間当たりの使用料金は、17 時～18 時の金額です。 

２ 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する 

休日の使用料金は、下段の金額です。 

３ 「入場料有料」及び「商品宣伝」における準備日・撤去日の使用料金は、「入場料無料」

（アマチュアスポーツ以外に使用の場合は、「商品宣伝以外」）の区分の金額です。ただし、

当日中（9時～21 時）に準備・撤去を行う場合は、それぞれ「入場料有料」または「商品

宣伝」の区分の金額です。 

４ 電気料及び冷暖房費は実費を徴収します。 

５ 附属設備使用料については、別途徴収します。 

６ 上記にない利用については、別途館長が定めます。 
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別表１ ホール使用料金（サブホール） 

（単位：円） 

 アマチュアスポーツに使用 アマチュアスポーツ以外に使用 

区 分 
入場料無料 入場料有料 

入場料無料 
入場料有料 

 商品宣伝以外 商品宣伝 

9 時～12 時 
3,740 18,700 18,700 37,400 56,100 

4,488 22,440 22,440 44,880 67,320 

12 時～13 時 
1,430 7,150 7,150 14,300 21,450 

1,716 8,580 8,580 17,160 25,740 

13 時～17 時 
5,610 28,050 28,050 56,100 84,150 

6,732 33,660 33,660 67,320 100,980 

17 時～18 時 
2,530 12,650 12,650 25,300 37,950 

3,036 15,180 15,180 30,360 45,540 

18 時～21 時 
7,480 37,400 37,400 74,800 112,200 

8,976 44,880 44,880 89,760 134,640 

9 時～17 時 
9,350 46,750 46,750 93,500 140,250 

11,220 56,100 56,100 112,200 168,300 

13 時～21 時 
15,620 78,100 78,100 156,200 234,300 

18,744 93,720 93,720 187,440 281,160 

9 時～21 時 
18,700 93,500 93,500 187,000 280,500 

22,440 112,200 112,200 224,400 336,600 

（税込） 

１ 9 時まで及び 21 時以降の１時間当たりの使用料金は、17 時～18 時の金額です。 

２ 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する 

休日の使用料金は、下段の金額です。 

３ 「入場料有料」及び「商品宣伝」における準備日・撤去日の使用料金は、「入場料無料」

（アマチュアスポーツ以外に使用の場合は、「商品宣伝以外」）の区分の金額です。ただし、

当日中（9時～21 時）に準備・撤去を行う場合は、それぞれ「入場料有料」または「商品

宣伝」の区分の金額です。 

４ 電気料及び冷暖房費は実費を徴収します。 

５ 附属設備使用料については、別途徴収します。 
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別表２ 附属設備使用料金 

（単位：円） 

区分 単位 使用料 区分 単位 使用料 区分 単位 使用料 

舞 台 １本 11,000 場内拡声装置 一式 8,800 ｱｯﾊﾟｰﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ 一式 2,750 

平台(2.3×6) １枚 550 移動型ｽﾋﾟｰｶｰ 一式 3,300 ﾛｱｰﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ 一式 2,750 

平台(4×6) １枚 660 オープンデッキ １台 4,400 フロントライト 一式 2,750 

平台(6×6) １枚 770 カセットデッキ １台 3,300 第 1 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 一式 2,750 

演 台 １台 2,200 ﾚｺｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾔｰ １台 2,200 第 2 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 一式 2,750 

司会者台 １台 1,650 ＣＤプレーヤー １台 3,300 ｸｾﾉﾝﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ １台 2,750 

指揮者台 １台 770 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸＡ １本 3,300 ﾏｼﾝｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ １台 1,650 

譜面台 １台 110 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸＢ １本 1,650 ※ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ １台 330 

地がすり １枚 2,200 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ(ﾋﾟﾝ) １本 1,650 ミラーボール １個 1,650 

オクラホマ幕 一式 2,200 ｺﾝﾃﾞﾝｻﾏｲｸ １本 1,650 机・作業台 １台 220 

紅白幕 １枚 440 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸ １本 1,100 椅 子 １脚 44 

可動ステージ １台 770 エコーマシン １台 3,300 電光得点表示盤 １対 3,300 

グランドピアノ １台 11,000 第 1 ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾗｲﾄ 一式 2,750    

ｱｯﾌﾟﾗｲﾄﾋﾟｱﾉ １台 4,400 第 2 ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾗｲﾄ 一式 2,750    

（税込） 

１ 上記の金額は、1日当たりの金額です。 

２ ※ 常設のスポットライト以外の仮設の場合の金額です。 


